
令和８年１月１日～

◇ 婚 姻 届 を 提 出 さ れ た 方 へ ◇
座間市役所 代表 ☎046-255-1111

市役所では下記の手続きが必要です。ご不明な点は各課までお問い合わせください。
※下記以外の手続きに関しては、ご夫婦の状況に応じて各担当課、又は関係機関にお問い合わせください。
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□住民票の異動について
□印鑑登録をされている方
□戸籍証明書の取得ができるまで
⇒１ページへ

□心身障害者療養受診証、精神通院医療費助

成券をお持ちの方

□自立支援医療受給者証（精神通院）をお持ちの方

□身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保

健福祉手帳をお持ちの方

□障がい福祉サービスを利用されている方

⇒１、２ページへ

□国民健康保険に加入している方
□後期高齢者医療制度に加入している方

□年金を受給している方
⇒１ページへ
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階段
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５－１～５－６会議室

□児童手当を受給している方

□児童扶養手当の受給資格をお持ちの方

□ひとり親家庭等福祉医療証をお持ちの方
□特別児童扶養手当の受給資格をお持

ちの方

□小児医療証をお持ちの方
⇒２ページへ

□保育園を利用している方
□幼稚園を利用している方
⇒２ページへ

□市営住宅にお住まいの方
⇒３ページへ

□就学援助の認定を受けている方
□小学校給食費の支払い口座の変
更や口座名義が変更になる方

⇒３ページへ

＜上下水道局庁舎・図書館＞

本庁図書館

上下水道
局庁舎

□図書館の貸出券をお持ちの方
⇒３ページへ

□小・中学校へ通学している子がいる方
⇒３ページへ

サニープレイス
座間

□使用者名義及び請求先名義が変わる又は
水道料金等の減免を受けている方

⇒３ページへ

1-6
戸籍住民課

都市整備課

1-7
デジタル
推進課

□母子・寡婦福祉資金の貸付がある方・自立

支援高等就業訓練促進給付金を受給してい

る方

⇒２ページへ

□児童ホームを利用している方
⇒２ページへ

□マイナンバーカードをお持ちの方
⇒１ページへ

産業
振興課
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手続きを必要とする事項 担当係

戸
籍
住
民
課

●住民票の異動について
婚姻届と併せて住所の異動がある場合、住民異動届が必要です。また、同一住所

であっても世帯が異なる場合は夫婦を同一世帯とする届出が必要です。婚姻届を提
出するだけでは住所や世帯の変更はされないのでご注意ください。
＜住民異動に必要なもの＞
①本人確認書類 ②マイナンバーカード (お持ちの方)
③転出証明書(転入の方) ④在留カード又は特別永住者証明書(外国籍の方)
※本人確認書類は、マイナンバーカード、運転免許証、旅券等官公署の発行した
顔写真付のもの１点、又は各種健康保険の資格確認書、介護保険被保険者証と
年金手帳等官公署の発行した写真なしのもの２点

窓口係
（１階）
☎046-252-8083

●印鑑登録をしている方
婚姻届によって登録していた印影と氏名に相違が生じた場合、印鑑登録は抹消さ

れます。必要であれば再度登録を行ってください。
※印鑑登録の方法については、座間市のホームページをご確認いただくか、窓口
係までお問い合わせください。

●戸籍証明書の取得ができるようになるまで
婚姻後の戸籍全部事項証明書等、戸籍関係の証明書が取得できるようになるまで

に日数を必要とします。本籍が座間市の場合は一週間程度お時間を要します。なお、
本籍が座間市以外の場合は本籍地のある市区町村にお問い合わせください。
※お急ぎの場合は戸籍係へお申し出ください。

戸籍係
（１階）
☎046-252-8084

デ
ジ
タ
ル
推
進
課

●マイナンバーカードをお持ちの方
婚姻届によって氏名に変更が生じた場合は、マイナンバーカードの記載内容を変

更する手続きが必要になります。
＜必要なもの＞
マイナンバーカード
※原則本人による手続きが必要です。代理人が手続きする場合は、必要なものが
異なるため必ず担当にお問い合わせください。

マイナンバー係
（１階）
☎046-252-8006

保
険
年
金
課

●国民健康保険に加入している方
・氏名や世帯主が変わったときは、これまでお使いの被保険者証番号に関する書

類が変更となりますのでお持ちください。
・社会保険等、別の保険に加入されたときは、国民健康保険脱退の手続きが必要

です。新しく加入した先の資格情報のお知らせ又は資格確認書と国民健康保険の被
保険者証番号に関する書類をお持ちください。

保険年金係（国保
担当）
（１階）
☎046-252-7003

●後期高齢者医療制度に加入している方
氏名に変更があった場合、手続きが必要になります。これまでのお使いの被保険

者証番号に関する書類をお持ちください。

保険年金係（後期

高齢者医療担当）

（１階）
☎046-252-7213

●年金を受給している方
氏名が変更になった場合、氏名変更届が必要です。ただし、日本年金機構にマイ

ナンバーが登録されている方は、原則手続き不要です。
※共済組合や企業年金から年金を受給されている方は、各組合等に御確認くださ

い。
＜必要なもの＞
①年金証書 ②マイナンバーカード、戸籍個人事項証明書（戸籍抄本）または住

民票の写しのいずれか

保険年金係（年金
担当）
（１階）
☎046-252-7035

障
が
い
福
祉
課

●心身障害者療養受診証、精神通院医療費助成券をお持ちの方
氏名・住所・保険の変更等があった場合、手続きが必要になります。

（保険の変更の場合は保険情報の資格確認ができる書類、精神通院医療費助成券を
お持ちの方で、氏名・住所変更の場合は、印鑑（スタンプ印不可）をお持ちくださ
い。）

障がい福祉係
（１階）
☎046-252-7978
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手続きを必要とする事項 担当係

障
が
い
福
祉
課

●自立支援医療受給者証（精神通院）をお持ちの方
氏名・保険の変更等があった場合、手続きが必要になります。

（自立支援医療受給者証（精神通院）、保険情報の資格確認ができる書類、マイナン
バーカードをお持ちください。）
※その他に持ち物が必要な場合もありますので、事前に担当までお問い合わせくだ
さい。

障がい福祉係
（１階）
☎046-252-7978

●身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
氏名や居住地が変更となる場合、担当係で手続きが必要になります。
（お手元にある手帳をお持ちください。）

●障がい福祉サービスを利用されている方
氏名や居住地が変更となる場合、担当係で手続きが必要になります。
（お手元にある受給者証をお持ちください。）

保
育
・
幼
稚
園
課

●保育園を利用している方
担当係で手続きが必要になります。次の書類をお持ちください。
・世帯に追加された方の課税証明書又はマイナンバーカード
・世帯に追加された方の保育の必要性を証明する書類（就労証明書等）
・（世帯構成に変更があった場合）入所関係変更届

認定給付係
（２階）
☎046-252-7202

●幼稚園を利用している方
担当係で手続きが必要になります。次の書類をお持ちください。
・世帯に追加された方（新２号認定を受ける方）の課税証明書又はマイナンバー
カード

・世帯に追加された方（新２号認定を受ける方）の保育の必要性を証明する書類
（就労証明書等）
・（世帯構成に変更があった場合）給付認定変更・取消申請書

こ
ど
も
育
成
課

●児童ホームを利用している方
担当係で手続きが必要になります。

こども育成係
（２階）
☎046-252-7969

子
育
て
支
援
課

●児童手当を受給している方
児童と養子縁組をする場合等は、受給者の切り替え手続きが必要となる場合があり

ますので、お問い合わせください。

子育て支援係
（２階）
☎046-252-7201

●児童扶養手当の受給資格をお持ちの方
受給資格がなくなりますので、担当係で手続きが必要になります。

●ひとり親家庭等福祉医療証をお持ちの方
助成対象でなくなるため、担当係で手続きが必要になります。

●特別児童扶養手当の受給資格をお持ちの方
児童と養子縁組をする場合等は、受給者の切り替え手続きが必要となる場合があり

ますので、お問い合わせください。

●小児医療証をお持ちの方
氏名変更・健康保険情報変更・養育者変更があった場合、手続きが必要になります。
健康保険情報変更の場合は、健康保険情報（被保険者名、被保険者の記号・番号、

保険者番号、保険者名、資格取得年月日）が分かるものをお持ちください。また、養
育者変更の際の必要書類についてはお問合せください。

こ
ど
も
家
庭
課

●母子・寡婦福祉資金の貸付がある方・自立支援高等職業訓練促進給付金を受給して
いる方
担当係で手続きが必要になります。

こども総務係
（２階）
☎046-252-8025



手続きを必要とする事項 担当係

都
市
整
備
課

●市営住宅にお住まいの方
婚姻に伴い入居者の世帯員に変更が生じる場合は、手続きが必要となります。
※手続きの詳細はお問い合せください。

市営住宅係
（４階）
☎046-252-7032

就
学
支
援
課

●就学援助の認定を受けている方
・住所、氏名、保護者氏名、世帯構成員等の変更があった方は、手続きが必要に
なります。

・就学援助費振込先口座の変更や口座名義が変更になる方は、手続きが必要にな
ります。新しい口座情報が確認できるものをお持ちください。

就学支援係
（５階）
☎046-252-8739

●小学校給食費の支払い口座の変更や口座名義が変更になる方
口座振替等の手続きが必要になりますのでお越しください。

保健給食係
（５階）
☎046-252-8749

小
・
中
学
校

●小・中学校へ通学している方
住所、氏名、保護者氏名、世帯構成員等の変更があった方は、現在通学している

学校の担任へ直接連絡してください。

通学している小・
中学校

経
営
総
務
課

●使用者名義及び請求先名義が変わる又は水道料金等の減免を受けている方
水道料金お客様センターへ届け出てください。
[水道料金お客様センター]
住 所 座間市緑ケ丘一丁目３番１号(上下水道局庁舎1階)
電 話 ０４６－２６６－５５２０
営業時間 ８時３０分から２０時まで
定 休 日 １２月３０日～翌１月３日

料金係
（上下水道局庁舎
４階）
☎046-252-8541

図
書
館

●図書館の貸出券をお持ちの方
変更後の住所・氏名が確認できるもの（免許証、保険証、住民票、郵便物等）を

お持ちください。

図書係
☎046-255-1211

3


